
i n f o r m a t i o n

特
別
障
害
者
手
当（
20
歳
以
上
）・
障
害

児
福
祉
手
当（
20
歳
未
満
）に
つ
い
て

障
が
い
福
祉
課

☎
９
７
３
―
５
４
５
２

在
宅
の
重
度
障
害
者
（
児
）
に
対
し
、
そ

の
著
し
く
重
度
の
障
害
に
よ
っ
て
生
ず
る

特
別
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
一
助
と
し
て
手

当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
重
度
障
害
者

（
児
）
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

【
手
当
の
額
】（
４
月
分
よ
り
改
正
あ
り
）

●
特
別
障
害
者
手
当

　

月
額　

２
６
，３
４
０
円
（
平
成
23
年
度
）

　
　
　
　
　
　

←

　

月
額　

２
６
，２
６
０
円
（
平
成
24
年
度
）

●
障
害
児
福
祉
手
当

　

月
額　

１
４
，３
３
０
円
（
平
成
23
年
度
）

　
　
　
　
　
　

←

　

月
額　

１
４
，２
８
０
円
（
平
成
24
年
度
）

●
福
祉
手
当
（
経
過
措
置
）

　

月
額　

１
４
，３
３
０
円
（
平
成
23
年
度
）

　
　
　
　
　
　

←

　

月
額　

１
４
，２
８
０
円
（
平
成
24
年
度
）

母
子
家
庭
の
母
の
資
格
取
得
と
経
済
的

自
立
を
支
援
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う

な
給
付
制
度
が
あ
り
ま
す

●
母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業

医
療
事
務
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
指
定

さ
れ
た
教
育
訓
練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
、

受
講
に
要
し
た
経
費
の
40
％（
８
，０
０
１
円

以
上
で
20
万
円
以
下
）を
支
給
し
ま
す
。

※
受
講
開
始
前
に
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
高
等
技
能
訓
練
促
進
費
等
事
業

母
子
家
庭
の
母
が
、
看
護
師
や
介
護
福
祉

士
な
ど
の
資
格
取
得
の
た
め
、
２
年
以
上
養

成
機
関
等
で
修
業
す
る
場
合
に
生
活
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
の
費
用
を
支
給
し
ま
す
。

※
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に

つ
い
て

児
童
家
庭
課☎９

７
３
―
４
９
８
３

身
体
や
精
神
に
中
程
度
以
上
の
障
害
が
あ

る
20
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を
扶
養
し
て
い

る
父
母
又
は
養
育
者
に
支
給
し
ま
す
。
た
だ

し
、
所
得
制
限
等
が
あ
り
ま
す
。

【
手
当
の
額
】（
４
月
分
よ
り
改
正
あ
り
）

●
１
級
該
当
の
児
童
１
人
に
つ
き

　

月
額　

５
０
，５
５
０
円
（
平
成
23
年
度
）

　
　
　
　
　
　

←

　

月
額　

５
０
，４
０
０
円
（
平
成
24
年
度
）

●
２
級
該
当
の
児
童
１
人
に
つ
き

　

月
額　

３
３
，６
７
０
円
（
平
成
23
年
度
）

　
　
　
　
　
　

←

月
額　

３
３
，５
７
０
円
（
平
成
24
年
度
）

ひ
と
り
親
世
帯
の
た
め
に

児
童
家
庭
課☎９

７
３
―
４
９
８
３

●
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

離
婚
等
に
よ
り
、
ひ
と
り
親
と
な
っ
た
児

童
の
母
親
や
父
親
、
又
は
両
親
に
代
わ
っ
て

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
対
し
、
そ
の
児

童
が
18
歳
に
な
り
最
初
の
３
月
31
日
を
迎
え

る
ま
で
の
期
間
（
心
身
に
中
程
度
以
上
の
障

害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
に
な
る
月
ま
で
）
支

給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
や
資
格
要

件
等
が
あ
り
ま
す
。

※
平
成
22
年
８
月
よ
り
父
子
家
庭
も
手
当
の

対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
手
当
の
額
】（
４
月
分
よ
り
改
正
あ
り
）

・
全
部
支
給
（
月
額
）

　

４
１
，
５
５
０
円
（
平
成
23
年
度
）

　
　
　
　

←

　

４
１
，
４
３
０
円
（
平
成
24
年
度
）

子
育
て
・
健
康

・
一
部
支
給
（
月
額
）

　

４
１
，
５
４
０
円
〜
９
，
８
１
０
円

　
　
　
　

←　
　
　
　
　
（
平
成
23
年
度
）

　

４
１
，
４
２
０
円
〜
９
，
７
８
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
24
年
度
）

●
母
子
・
父
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業

　

母
子
・
父
子
家
庭
及
び
養
育
者
世
帯
に
対

し
、
受
け
た
医
療
費
の
本
人
負
担
分
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
医
療
保

険
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

・
母
子
家
庭
の
母
と
児
童

・
父
子
家
庭
の
父
と
児
童

・
養
育
者
が
養
育
す
る
父
母
の
い
な
い
児
童

※
た
だ
し
、
所
得
制
限
や
資
格
要
件
等
が
あ

り
ま
す
。

●
母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業

（
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
事
業
）

母
子
家
庭
の
母
、
父
子
家
庭
の
父
、
寡
婦

の
方
が
修
学
や
病
気
等
で
日
常
生
活
を
営
む

上
で
一
時
的
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
、
家

庭
生
活
支
援
員
を
派
遣
し
ま
す
。
利
用
さ
れ

る
方
は
事
前
に
登
録
が
必
要
で
す
。

●
母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付

母
子
家
庭
や
寡
婦
の
方
た
ち
の
経
済
的
自

立
の
援
助
と
児
童
の
福
祉
の
た
め
に
、
無
利

子
で
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。
申

請
窓
口
は
市
で
、
県
（
中
部
福
祉
保
健
所
）

の
審
査
等
を
経
て
貸
付
け
の
可
否
が
決
定
さ

れ
ま
す
。

【
資
金
の
種
類
】

　

修
学
（
児
童
）、
技
能
習
得
、
修
業
、
就

職
支
度
、
医
療
介
護
、
生
活
、
転
宅
、
就
学

支
度
、
結
婚
、
事
業
開
始
、
事
業
継
続
な
ど
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